
 

令和６年１月 15日 

柳瀬川町内会各位 
柳瀬川町内会会長 竹前栄二 

防犯パトロール隊隊長 結川一義 

 

 

 

１２月度防犯パトロールの件 
 

元日早々、能登半島地震、２日には羽田空港での事故と、犠牲になられた方々に哀悼の意を表

しますとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げます。 

大きな災害が続く新年となりましたが、皆様いかがお過ごしですか。 

日頃より、町内会の運営にご理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「防犯パトロール隊」皆様もパトロール有難うございます。 

 

 

埼玉県警からの情報です 

県内では、一戸建て住宅や集合住宅の 1階無締りの玄関・窓等から居宅(居室)内に侵入され、

窃盗や女性が狙われる事案が発生し、中には、2階以上の窓等から居宅(居室)内に侵入される

事案も発生しています。 

被害に遭わないためにも自宅の防犯対策を見直しましょう。 

≪在宅時でも戸締りを徹底・補助錠や防犯フィルム等を取り付ける・センサーライトを設置す

る≫また、不審な者(車)を見たり、不審な電話がきたら 110番通報してください。 

 

１１月にも回覧をしましたが「志木市」からも警告が有りましたので再度掲載します。 

12月 21日(木)、志木市内で、修理業者を名乗る男が「近所の家の修理をしている。あなたの

家の屋根も修理が必要だ。」等と言って訪問してきたとの情報が寄せられました。 

この種の訪問は、家屋の修繕を名目に法外な料金を請求する悪質商法や、家屋の点検を装い室

内に上がり込み、家人の隙を見て現金等を盗む事案に

発展するおそれがあります。 

被害に遭わないために、≪家屋の修理を依頼する場合

は単独で判断せず、身内と相談してからにする・身に

覚えのない業者は家に入れない・訪問者の身分証の提

示を求め、身分を確認する≫などし、不審と感じたら、

直ちに 110番通報をお願いします。 

 

 

 

以上 

 


